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（ 会 印 省 略 ） 

 

創立 70周年記念中小企業団体兵庫県大会における 

被表彰者の推薦方について（依頼） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本会に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本会では、中小企業団体兵庫県大会を 11月 25日（火）に開催の予定であり、席上、永

年中小企業発展のために寄与された「優良組合」「優良組合青年部」「組合功労者」並びに「組合

事務局優秀専従者」の表彰を行うこととしております。今回は創立 70 周年記念大会として開催

のため、例年の「優良組合」兵庫県知事表彰に加え「優良組合青年部」「組合功労者」「組合事務

局優秀専従者」についても兵庫県知事表彰の具申を検討しております。 

つきましては、下記のとおりご照会申し上げますので、被表彰候補者の推薦をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

なお、創立 70 周年記念中小企業団体兵庫県大会の詳細につきましては決定次第、改めてご案

内申し上げます。 

敬具 

記 

推薦要領 

１ 推薦基準及び推薦方法 

（１）中央会会長表彰 

ア 優良組合      （様式１） 

（ア）設立登記後、令和 7年 11月 25日現在において、満 5年以上経過し、かつ活発に組合

活動を行っている組合。 

（イ）当該組合の自薦による。 

 

イ 優良組合青年部   （様式２） 

（ア）青年部設立後、令和 7年 11月 25日現在において、満 5年以上経過し、かつ活発に活

動を行っている青年部。 

（イ）青年部の所属組合が、既に、優良組合として会長表彰を受けていること。 

（ウ）当該組合理事長の推薦による。 

 

ウ 組合功労者     （様式３） 

（ア）令和 7年 11月 25日現在において、組合の役員（理事・監事）の在任期間が満 7年以

上で、かつ組合と業界発展・向上に功績のあった者。 

（イ）当該組合理事長の推薦による。 

 



エ 組合事務局優秀専従者（様式４） 

（ア）令和 7年 11月 25日現在において、勤務期間が満 5年以上であり、かつ組合事務局に

引き続き専従し、組合の運営に功績があった者。 

（イ）当該組合理事長の推薦による。 

 

（２）兵庫県知事表彰 

ア 優良組合      （様式５） 

（ア）設立登記後、令和 7年 11月 25日現在において、12年以上経過し、知事表彰に値する

と認められる業績顕著な組合であり、過去に兵庫県中小企業団体中央会会長表彰を受

けたことがある組合。（組織変更した組合にあっては少なくとも変更後 5 年以上経過

し、変更前と合算して 12年以上経過していること。） 

（イ）既に、優良組合として所管大臣、中小企業庁長官、近畿経済産業局長及び兵庫県知事

の表彰を受けた組合は除きます。 

（ウ）中央会の推薦に基づき兵庫県の審査結果による。 

 

イ 優良組合青年部   （様式６） 

（ア）青年部設立後、令和 7 年 11 月 25 日現在において、8 年以上経過し、知事表彰に値す

ると認められる業績顕著な青年部であり、過去に兵庫県中小企業団体中央会会長表彰

を受けたことがある青年部。 

（イ）青年部の所属組合が、既に、優良組合として兵庫県知事の表彰を受けていること。 

（ウ）既に、優良組合青年部として所管大臣、中小企業庁長官、近畿経済産業局長及び兵庫

県知事の表彰を受けた組合青年部は除きます。 

（エ）中央会の推薦に基づき兵庫県の審査結果による。 

 

ウ 組合功労者     （様式７） 

（ア）令和 7年 11月 25日現在において、年齢が満 50歳以上の者。 

（イ）令和 7年 11月 25日現在において、組合の理事の就任年数が通算 15年以上の者。 

（現職に限る。） 

（ウ）組合の発展に寄与した功績が顕著な者。 

（エ）人格見識ともに卓越しており、刑罰に処せられたことの無い者。 

（オ）過去において兵庫県中小企業団体中央会会長表彰を受けたことのある者。 

（カ）既に、所管大臣、中小企業庁長官、近畿経済産業局長及び兵庫県知事の表彰又は叙勲・

褒章を受けた者は除きます。 

（キ）中央会の推薦に基づき兵庫県の審査結果による。 

(注)様式７の推薦書には別紙１～４を添付して下さい。 

 

エ 組合事務局優秀専従者（様式８） 

（ア）令和 7年 11月 25日現在において、年齢が満 40歳以上の者。 

（イ）令和 7年 11月 25日現在において、組合の職員としてその勤続年数が 20年以上の者。

(専従役員歴を含む、現職に限る。) 

（ウ）組合の発展に寄与した功績が顕著な者。 

（エ）人格見識ともに卓越しており、刑罰に処せられたことの無い者。 

（オ）過去において兵庫県中小企業団体中央会会長表彰を受けたことのある者。 

（カ）既に、所管大臣、中小企業庁長官、近畿経済産業局長及び兵庫県知事の表彰を受けた

者は除きます。 

（キ）中央会の推薦に基づき兵庫県の審査結果による。 

(注)様式８の推薦書には別紙１～３を添付して下さい。 



２ 適用除外 

過去の中小企業団体兵庫県大会及び記念大会において、既に同種の表彰を受けた組合、 

青年部、功労者及び事務局優秀専従者は除外されます。 

 

３ 推薦締切日   令和７年８月１８日（月）必着 

 

４ 表彰の決定と通知 

表彰は審査の結果に基づき決定し、後日、組合宛に通知します。但し、知事表彰について

は、本会の具申に基づく兵庫県の審査によりますので予めご了承下さい。 

 

５ 推薦送付先 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6丁目 3番 28号 兵庫県中央労働センター1階 

兵庫県中小企業団体中央会 総務課 宛 

ＴＥＬ 078-958-6015 

 

 


